
浦添市福祉教育推進事業活動助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、福祉教育推進活動を行う浦添市内の保育園・所、こども園、幼稚

園、小学校、中学校及び高等学校等に対し、赤い羽根共同募金配分金から予算の範囲内

において、その活動に要する経費を、社会福祉法人浦添市社会福祉協議会(以下「本会」

という。)が浦添市福祉教育推進事業活動助成金(以下「助成金」という。)を交付するこ

とについて、必要な事項を定めるものとする。 

（助成対象校） 

第 2 条 助成金の交付対象は、浦添市内の保育園・所、こども園、小学校、中学校及び高等

学校(特別支援学校含む)(以下、「推進校」という。)とする。 

２ 赤い羽根共同募金運動に理解と協力のある園(所)または学校とする。 

（助成金） 

第 3 条  助成金の額は、次の各号に掲げるいずれかの事業を申請できるものとする。 

(1) 20,000 円以内 推進校が福祉教育活動を推進する事業 

(2) 50,000 円以内 推進校が体系的に福祉教育活動を積極的に推進する事業 

(3) 100,000 円以内 推進校が体系的かつ地域社会とともに福祉教育活動を積極的に推

進する事業 

（助成金対象外経費） 

第４条 次の各号に掲げる経費は、助成金の助成対象外の経費とする。 

(1) 人件費に係る経費 

(2) 備品(10,000 円以上)に係る経費 

（交付申請） 

第５条 助成金の交付を申請する推進校は、浦添市福祉教育推進事業活動助成金交付申請 

書(様式第 1 号)及び申請する事業の計画書(別紙１、別紙２)を当該事業年度の４月１５日

までに本会会長に提出しなければならない。 

（助成金の審査） 

第６条 助成金申請が期日までにあった場合、本会会長は速やかに浦添市各種団体活動助 

成金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を開催し、申請内容について審査する。 

２ 審査委員会については、本会会長が別に定める。 

（助成金交付決定） 

第７条 本会会長は、審査委員会で申請内容を審査し、適当と認められるときは、助成金の 

交付を決定し、浦添市福祉教育推進事業活動助成金交付決定通知書(様式第 2 号)を申請者 

に交付するものとする。 

２ 決定された助成金については、計画どおりに予算執行するものとする。 

 



（事業の変更等） 

第８条 助成金の交付決定を受けた推進校が、助成対象事業の変更又は廃止をしようとす

るときは、浦添市福祉教育推進事業助成金交付変更(廃止)承認申請書(様式第３号)を提出

し、本会会長の承認を得なければならない。 

２ 本会会長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査の上、助成対象事業の変更

又は廃止について承認の可否を決定し、浦添市福祉教育推進事業助成金交付変更(廃止)承

認通知書(様式第４号)により交付団体に通知するものとする。 

（助成金の停止または返還請求） 

第９条 助成金対象活動及び事業が次に掲げる事項に該当すると認められた場合は、助成 

金の停止又は返還を求めることができる。 

(1) 申請書及び関連書類に虚偽の記載があった場合 

(2) 助成金が申請した目的以外に使用された場合 

(3) 助成対象である活動・事業を実施しなかった場合 

（実績報告） 

第１０条 助成金の交付を受けた推進校は、当該事業年度の３月末日までに浦添市福祉教 

 育推進事業活動助成金実績報告書(様式第 5 号)を本会会長に提出しなければならない。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本会会長が別に定める。 

 

附 則 

１．この要綱は、令和 3 年３月１日から施行する。 

２．平成１９年５月１日施行の浦添市福祉教育推進事業活動助成金交付要綱は廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


